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“地域医療を守る”取り組み経過と今後の取り組み
１）地域医療を守る ～地域医療を守る共同行動みやぎ連絡会との共同の視点で～

１－１ 地域医療～４病院再編統合･移転問題を巡る報道
・河北新報2022年02月13日
「仙台圏4病院再編 住民視点で反対活動広げる 市民団体が勉強会」
https://kahoku.news/articles/20220213khn000010.html
仙台医療圏の4病院再編方針を巡り、仙台市内の仙台赤十字病院（太白区）と東北労災病院（青

葉区）の移転に反対する市民団体が12日、太白区の長町南コミュニティーセンターで学習講演
会を開いた。約60人が再編による地域医療への影響を学び、住民の視点で活動を広げることを
決めた。

１－２ 地域医療～４病院再編統合･移転反対 街宣･学習会
（１）4病院再編統合･移転反対！1月の街頭署名宣伝行動

■ 3月 7日（月） 12時～13時 グッチ前（平和ビル前）
■ 3月14日（月） 12時～13時 グッチ前（平和ビル前）
■ 3月28日（月） 12時～13時 グッチ前（平和ビル前）

北海道･東北ブロック事務局長会議
20220315 WEB開催

宮城県社会保障推進協議会【資料】
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（２）4病院再編統合･移転反対！地区別学習会

開催日及び会場 参加者数 担当者 カンパ額 会場費
太字は講師

2/ 1（火）14時 12名 ・鹿島 6,695円 2,370円
西多賀市民センター 佐藤．高橋

2/ 2（水）10時 6名 ・鹿島 4,500円 4,740円
八木山市民センター 高橋

2/ 4（金）10時 8名 ・佐藤 5,500円 2,370円
山田市民センター 高橋

2/ 4（金）14時 7名 ・高橋 7,250円 2,790円
富沢市民センター 佐藤

2/8（火）10時 3名 ・佐藤 1,000円 2,370円
水の森市民センター 高橋

2/8（火）14時 7名 ・高橋 5,500円 2,790円
三本松市民センター 佐藤

2/11（金・祝）14時 22名 ・鹿島 7,200円 3,720円
旭ケ丘市民センター 佐藤．高橋

2/15（火）10時 9名 ・佐藤 5,200円 3,720円
若林区中央市民センター 高橋

2/15（火）14時 11名 ・高橋 14,000円 2,790円
福沢市民センター 佐藤

2/16（水）10時 ２名 ・鹿島 1,500円 2,370円
片平市民センター 高橋

2/17（木）10時 12名 ・佐藤 5,500円 2,370円
青葉区中央市民センター 高橋

2/18（金）10時 18名 ・高橋 11,730円 2,730円
イズミティ 鹿島 960円

2/18（金）14時 19名 ・鹿島 5,740円 2,790円
宮城野区中央市民センター 高橋

13会場 136名 のべ28人 81,315円 38,880円
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2022年1月18日
宮城県後期高齢者医療広域連合
広域連合長 伊藤 康志 殿

宮城県社会保障推進協議会
会長 岩倉 政城

宮城県仙台市青葉区五橋1-5-13-1F
TEL 022-223-0566

後期高齢者医療に関する要望

日頃、住民福祉の向上のためにご尽力いただき、心からの敬意と感謝を申し上げます。
また、今般の新型コロナウイルス感染症に対するご尽力にもあわせて敬意を表します。
2021年6月4日参議院本会議で、75歳以上医療費窓口負担2割化法が可決されました。この法律が実

施されると2022年10月1日から年収200万円以上の人370万人(後期高齢者医療制度加入者の約20%)が
2割負担となります。
国会審議の中で、○2割負担導入による現役世代の負担軽減効果はわずか月額約30円であること、

○コロナ禍の今、精神的にも経済的にも疲弊している中での高齢者への負担増は受診控えを招くこと
が、各種調査で明らかになっているにも関わらず、政府は「健康悪化には結び付かない」としている
こと、○国会審議を経ずに2割負担増の対象者を政令によって広げることができること、等数多くの
問題点があきらかになりました。
コロナ禍でただでさえ高齢者の受診控えが進んでいる中、必要な医療が受けられなくなることを前

提にした75歳以上の医療費窓口負担2割化は、高齢者の暮らしといのち、健康、人権を守る上で大き
な影響を及ぼします。
私たち宮城県社会保障推進協議会は、住民の生活を守り、医療・福祉等を充実させる立場から、下

記事項に基づいて、広域連合への積極的な取り組みを要請するとともに、貴職が現在取り組んでおら
れる課題やその状況などについて、お教え頂きたいと存じます。
公務多端の折とは存じますが、何卒ご高配の程、よろしくお願い申し上げます。

〈要望事項〉

○保険料改定にあたり、保険料の引き上げはしないでください。
○75歳以上の医療費自己負担の2割化実施に反対の声を上げてください。
○新型コロナウイルス感染症に伴う「傷病手当」「減免」については継続し、また対象者範囲緩

和等の拡充を行ってください。
○コロナ禍の現状を踏まえ、短期保険証の発行については、最低半年とするとともに全員に
手渡してください。

○経済的困窮者に対する保険料未納による差押えは止めてください。
○低所得者に対し、宮城県独自の保険料と窓口負担の軽減制度を設けてください。
○広域連合議会開催について、広報等を通じ周知徹底をしてください。

以 上

宮城県後期高齢者医療広域連合への要請
来年度 後期高齢者保険料

5.4%UP 68,249円（前回改定比3,495円増）
当協議会では、2/24（木）県後期高齢者医療広域連合への要請･懇談を行いました。
75歳以上の高齢者が加入する来年度保険料改定では、5.4%の負担増となり、今年10月からの窓口

負担2倍化とあわせると高齢者負担が今年重くのしかかる状況が明らかになりました。
また、コロナ禍でも接触の機会として短期証3ヶ月発行を続ける問題や差し押さえなどについても
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懇談を行っています。

・2022年10月75歳窓口負担2倍化 県内対象者約6万人（全体20%）
・短期証発行 R1年度86件－R2年度69件－R3年度59件
・差し押さえ件数 R2年度166件20自治体

宮城県後期高齢者医療保険料額の推移
〈二年ごとに保険料改定〉

＊2008年（平成20年）制度発足
（以下、厚労省HP参考、当協議会作成）

2008-2009年度（H20-21年度）
・年額 52,308円

〔均等割額38,760円+所得割率7.14%〕
▼

2010-2011年度（H22-23年度）
・年額 53,998円（前期比1690円増）
〔均等割額40,020円+所得割率7.32%〕

▼
2012-2013年度（H24-25年度）

・年額 55,752円（前期比1,754円増）
〔均等割額40,920円+所得割率8.30%〕

▼
2014-2015年度（H26-27年度）

・年額 58,776円（前期比3,024円増）
〔均等割額42,960円+所得割率8.56%〕

▼
2016-2017年度（H28-29年度）
年額 57,408円（前期比1,368円減）
〔均等割額42,480円+所得割率8.54%〕

▼
2018-2019年度（H30-31年度）
年額 59,604円（前期比2,196円増）
〔均等割額41,400円+所得割率8.02%〕

▼
2020-2021年度（R2-3年度）

年額 64,754円（前期比5,148円増）
〔均等割額42,240円+所得割率7.97%〕
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2022年2月3日
宮城県知事
村井嘉浩 殿

医療・福祉の充実を求める要請書

【地域医療に関わる要請】
○県立がんセンター・仙台赤十字病院、東北労災病院・県立精神医療センターの再編・統合・移転を
行わないこと。また、検討経過を明らかにしてください。

○県内の地域医療を拡充すること。その際、基幹病院の移転ではなく、地域ごとの要望に沿って医療
構想を検討してください。

○現在の地域医療構想を見直し、感染症病床の増床を含む必要な病床を確保し、地域医療を守ること
ができる計画としてください。

○保健所の統廃合を中止し、保健所機能を拡充してください。

【国民健康保険に関わる要請】
○被保険者所得に占める国保料（税）割合を大幅に引き下げ、払える国保料（税）にしてください。

○保険料（税）は、低所得者ほど所得に占める負担が重たい構造となっており、低所得世帯では保険
料が払えても受診できない事態が生じることから、所得に対する負担割合を10％以内に抑えるよ
う保険料率・額の改定をすすめてください。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯への国保料（税）免制度及び傷病手
当を恒常的な制度としてください。

○新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の対象に事業主を加えてくださ
い。また、新型コロナウイルス感染症以外の傷病についても、傷病手当金の対象としてください。

○国保加入世帯の18歳までの子どもについて、均等割の対象としないでください。

○短期被保険者証及び被保険者資格証明書の発行について、機械的な被保険者証返還の措置や資格証
明書等の交付を行わないようにしてください。

○国保法44条に基づく窓口一部負担免除措置、77条に基づく国保料（税）の減免に関して住民への
周知を強め、利用しやすい制度として運用してください。

【乳幼児医療助成に関わる要請】
○乳幼児医療費助成制度対象年齢を県内自治体並みに引き上げてください。

【無料低額診療に関わる要請】
○生活困難な方が経済的理由によって必要な医療を受ける機会が制限されないよう、無料低額診療事
業に関する周知を強めてください。

○無料低額診療事業の対象外である保険薬局で、経済的理由を考慮して窓口負担の減免を行う場合、
減免額相当を助成する独自の制度をつくってください。

以 上
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2022年 月 日
仙台市
市長 郡 和子 殿

医療・福祉の充実を求める要請書

【地域医療について】
○新型コロナウィルス感染症拡大の教訓を活かし、医療破綻となるベッド削減せず、保健所の統廃
合の検討をしないでください。

○高齢者や地域住民が、住み慣れた地域で自立した生活を送るための必要不可欠な医療の提供体制
を維持してください。

○希望するすべての人がインフルエンザ予防接種をうけられるように自治体で接種費用を助成して
ください。

【国民健康保険について】
○保険料（税）は、低所得者ほど所得に占める負担が重たい構造となっており、低所得世帯では保
険料が払えても受診できない事態が生じることから、所得に対する負担割合を10％以内に抑え
るよう保険料率・額の改定をすすめてください。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯への保険税減免制度及び傷病手当
の制度の周知に努め、申請要件も緩和してください。また、恒常的な制度としてください。

○国保加入世帯の18歳までの子どもについて、均等割の対象としないでください。

○国保法44条に基づく窓口一部負担免除措置、77条に基づく保険税の減免に関して住民への周知
を強め、利用しやすい制度として運用してください。

【介護保障について】
○新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の保険料減免・傷病手当について
の広報をさらに広げてください。また、限定しない恒常的な制度としてください。

○第9期介護保険事業計画を待たずに、介護保険料を引き下げてください。また、保険料段階を多
段階に設定し、低所得段階の倍率を低く抑え、応能負担を強めてください。とりわけ、第1段階
・第2段階は免除してください。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の保険料減免制度を、傷病を限定
しない恒常的な制度としてください。

○介護保険料の減免制度を実施・拡充してください。また、低所得者への減免制度を実施・拡充し
てください。

○施設入所時の食費、居住費の自治体独自の補助制度を創設してください。

○訪問介護「生活援助」の回数制限はしないでください。

○総合事業の現行相当サービスが必要な人には継続した利用ができるようにしてください。サービ
ス利用者の「状態像」の一方的な押しつけや、期間を区切った打ち切りはしないでください。
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○自治体の一般財源を投入して、サービスの提供に必要な総合事業費の確保に努めてください。

○多くの高齢者が参加できるように、自治体の責任で介護予防事業を充実・拡充してください。

○介護職員の処遇改善のための自治体独自の施策を、利用者負担を増やさない形で実施してくださ
い。

○利用者にとって危険であり、労働者も休憩が取れず労基法違反の状態である1人夜勤を放置せず、
必ず複数配置できるよう国に要望し、自治体でも財政支援を行ってください。8時間以上の長時
間労働を是正してください

【生活保護について】
○新型コロナ禍においての生活保護受給手続きについて、申請書を誰もが見えるところに置き手続
きしやすくし、申請は、速やかに受理し基本的な生活を確保してください。
また、東京23区でも行われているWEB申請を検討してください。

○コロナ禍という緊急事態が続く中で、生活保護の申請について、住民がまめらうことなく申請等
行えるよう、住民への広報･周知に努めてください。

○住居のない人に対して、居宅保護原則を実現していくために、施設収容ではなく、居宅支援を充
実させてください。

○ケースワーカーなど専門職を含む正規職員を増やしてください。また担当者の研修を充実してく
ださい。

【障害福祉について】
○40歳以上の特定疾患･65歳以上障害者について、一律に「介護保険利用を優先」とすることなく、
本人意向にもとづき障害福祉サービスが利用できるようにしてください。

○「重度心身障害者医療費助成制度」を、現在の償還払い制度ではなく、窓口での自己負担を必要
としない現物給付制度に変更してください。
また、重度心身障害者医療費助成について、所得超過額が超過しても段階的な助成ができるよう
な制度を検討してください。

○コロナ禍で、重症化リスクが高く、介護者との濃厚接触が避けられないことから、介助者へのワ
クチン優先接種体制をすすめてください。

【保育について】
○コロナ禍で特に三密対策が必要な保育現場に基準ぎりぎりの「詰め込み」はやめてください。配
置と面積にかかる基準を自治体独自に上乗せ・拡充し、加配保育士を増やしてください。

○三密が避けられない職場であるにもかかわらずエッセンシャルワーカーであることから休園出来
ない職場にあることから、全職員に対して医師の指示があればPCR検査を全額公費負担で必要な
回数受けられるようにしてください。

○認可保育所の整備・増設を行ってください。認可外保育施設等については、認可保育所と同等の
基準を満たすことができるよう支援してください。

○保育士資格の有資格者を確保するための具体的な施策を実施してください。

【子育て支援について】
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○子ども医療費を18歳年度末迄拡充し、所得制限を撤廃してください。

○「子どもの貧困化対策大綱」に基づき、「子どもの貧困対策支援計画(子ども子育て支援総合計画
によるものを含む)」を策定してください。コロナ危機下での「格差と貧困」の拡大の進行の状
況を踏まえ、必要な調査や見直しを行ってください。

○ひとり親世帯等に対する自立支援計画を策定し、自立支援（教育・高等教育職業訓練）給付金事
業、日常生活支援事業等を実施・拡充してください。

○教育・学習支援への取り組みを行うとともに、NPOやボランティアなどによる児童・生徒の「居
場所づくり」や「無料塾」、「こども食堂」のとりくみを支援してください。

○子ども子育て支援の産前・産後の家事や育児支援の利用期間は、妊娠中から出産後1年までの期
間とし、対象者は、母親だけでなく家族が誰でも利用できるようにしてください。

○小中学校の給食費を無償にしてください。事情により支払いができない場合、当面「減額」や「多
子世帯に対する支援」などを行ってください。

○三密を避け、なおかつ教師と子どもが交換し合う対面授業の実施は必須であり、そのためにも小
中学校の20人学級への移行を実現して下さい。

○就学前教育・保育施設等の給食費を無償にしてください。少なくとも、国による免除対象範囲を
上回る減免・補助制度を実施・拡充してください。

【無料低額診療について】
○生活困難な方が経済的理由によって必要な医療を受ける機会が制限されないよう、無料低額診療
事業に関する周知を強めてください。

○無料低額診療事業の対象外である保険薬局で、経済的理由を考慮して窓口負担の減免を行う場合、
減免額相当を助成する独自の制度をつくってください。

【高齢者福祉について】
○住民検診において、高齢者の聴覚検診を行ってください。

○高齢期難聴者や若年性難聴者など、中途難聴者に適用できる、補聴器購入費助成の制度をつくっ
てください。

○敬老乗車証制度について、「仙台市役所経営プラン〈中間案〉」の歳出抑制枠から外し、高齢化･
介護予防等の観点から制度拡充を進めてください。
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仙台市国民健康保険運営協議会資料
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宮城県国民健康保険運営協議会資料
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「歯の矯正治療に関するアンケート」に
ご協力ください

学校歯科健診で不正咬合や咬合異常(歯並びや噛み合わせに問題あり)と指摘をされて
も、歯科矯正治療は一部を除き保険が適応されない自費診療となっている為、経済的理
由などで治療を諦めるケースが多々あります。
そんな中、２０２１年６月の国会で、「子どもの歯科矯正への保険適用に関する請願」

が、全会一致で採択されました。
この請願が採択された事で、子どもの歯科矯正への保険適用の範囲が大きく広がるかも
しれません。
より多くの方に「歯の矯正治療」に関するご意見を集めるために、アンケートにご協力
ください（第一次集約２０２１年７月末）。
別紙のアンケート用紙にご記入頂きFAXにて返信頂くか、もしくは下記のQRコードから
アンケートに答えていただいても結構です。
より良い歯科医療を実現するために、ぜひ声を聞かせてください。


